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第 1章 基本的な考え方 
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第１章 基本的な考え方 

    

１ 地域医療構想策定の背景 

（１）後期高齢者人口の増加 

ア 2025（平成 37）年には団塊の世代が全て 75 歳以上（国民の概ね 3 人に 1 人が 65 歳

以上、5 人に 1 人が 75 歳以上）となる。 

イ 本県においても、2025年には総人口 527万人のうち 65歳以上人口が160万人（30.4％）、

75 歳以上人口が 97 万人（18.3％）に上ると推計される。 

ウ 世帯数は 2020（平成 32）年に概ねピークを迎えるが、高齢単身・高齢夫婦世帯も多

く、家族の介護力低下が危惧される。 

 

○ 人口構成比の今後見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 世帯数の今後見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所データから作成 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所データから作成 
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第 1章 基本的な考え方 
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（２）2025 年問題の現実化 

ア 医療費の増加 

     2013（平成 25）年度の国民一人当たり医療費は、65 歳以上（72 万円）は 65 歳未満（18

万円）の約４倍、75 歳以上（90 万円）は 65 歳未満の約５倍となっている。後期高齢者

の増加が医療費の増加に直結している。 

 

○ 医療費の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ 医療費の世代別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省概算医療費データベース 

出典：平成 25 年度国民医療費（厚生労働省） 
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第 1章 基本的な考え方 
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  イ 介護費用の増加 

後期高齢者の要介護認定率（37.2％）は前期高齢者の要介護認定率（5.2％）の 7 倍

以上で、後期高齢者の増加は介護費用の増加に直結するといえる。 

また、県内の認知症高齢者は、2015（平成 27）年には約 24 万人（高齢者の約 15.7

～16.0％）であるが、2025（平成 37）年には約 30 万～33 万人（高齢者の約 19.0～20.6％）

に増加すると見込まれる。 

 

○ 県内の要介護認定者の今後見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県内の認知症高齢者の今後見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：H27.3 兵庫県老人福祉計画 

出典：H27.3 兵庫県老人福祉計画 

   （市町介護保険事業計画による集計） 

6



第 1章 基本的な考え方 
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  ウ 看取りの場の不足 

2025（平成 37）年には年間死者数が 154 万人（2015 年の 1.3 倍）と見込まれている。

病院の病床数には上限があることから、看取りの約 80％が病院で行われる状況が変わ

らなければ、看取りの場の不足が危惧される。 
 
    ○ 看取りの場の推移 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）2025 年問題への処方箋 
  

１．後期高齢者人口の増加 

2025 年、団塊の世代（1947～1949 生まれ）が全て 75 歳以上になる 

 
 

２．後期高齢者が増えるとどうなるか（2025 年問題） 

医療費の増加 介護費用の増加 看取りの場の不足 

 
 

３．では、どうする？（2025 年問題へのロードマップ） 
 
①そもそも大事なのは健康であり続けること 

＝ 健康寿命の延伸 
 
②それでも医療・介護は必要。これを充実させ持続可能なものとするために、 
 
 →【医療分野】 

医療提供体制の再構築（「地域完結型医療」の構築） 

 

 

 

 

 

 

 

【地域医療構想】の策定 

ア 病床の機能分化と連携 

イ 在宅医療の充実 

ウ 医療従事者の確保 
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第４章 ２ 課題及び具体的施策【全県】 
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 (3) 医療従事者の確保 

 現状と課題 具体的施策 

医 療 従 事

者の確保 

【基本的事項】 

・今後の医療需要、内容に対応した医師・

看護師をはじめとする医療従事者確保

が必要である。 

・18 歳人口が減少する中、医療や看護、

介護に従事する若者を確保する必要が

ある。 

・圏域の医師、歯科医師、薬剤師、看護

師の高齢化が進んでおり、現状の体制

維持が困難となる前に、若手従事者の

育成が必要である。 

・看護職員など医療従事者の定着、離職

防止に向けて、研修や勤務環境改善な

ど各医療機関で取り組む必要がある。 

 

【医師】 

・特に不足が懸念される産科・小児科勤

務医、救急勤務医師等の確保が必要で

ある。 

・各圏域の今後の医療需要（特に増加が

予測される疾患）に対応できるよう、

専門医師を地域偏在なく確保する必要

がある。 

・特に新専門医制度については、地域にお

ける医師確保への影響が懸念されている

ことから、地域の関係者による協議の場

を設置して、専門研修プログラム等につ

いて十分に協議する必要がある。 

・一般病院の常勤医師、特に若い内科医

の充実が必要である。 

 

【薬剤師】 

・薬剤師に地域偏在がある。 

・在宅医療に取組む薬剤師の確保が困難

な地域がある。 

 

【看護職員】 

・全国と比べて県内の看護職離職率は高

く、看護職員確保に苦慮している圏域

がある。 

・中小規模施設では新人看護職員研修の

実施率が低く、研修責任者等の育成が

困難である。 

【全体の方向性】 

・限られた医療資源の中で効率的で良質

な医療を提供するため、病院・病床の

機能分化、連携やチーム医療を促進 

・医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄

養士及び理学療法士等のリハビリテー

ション専門職、歯科衛生士等、在宅で

の医療を担う人材の確保 

・居住空間、文教施設等の生活環境、職

場環境を整備し、医療従事者の圏域へ

の定着促進 

・奨学金制度などインセンティブ制度の

拡充による、医療従事者の確保・定着

促進 

 

【医療従事者の確保】 

・医療従事者を目指す学生への地域合同

就職説明会、地域医療体験、医療系学

校進学セミナー、就職相談等 

・勤務環境改善支援センターによる働き

やすい職場環境づくりの促進 

・在宅医療と介護を連携するコーディネ

ーター、地域リハビリテーション活動

を支援するセラピスト、訪問薬剤師や

地域医療連携を行う看護師等、地域包

括ケアを支える人材の確保・育成 
 

医師 

・圏域内の病院間で新専門医制度の基幹

病院や他の連携病院のグループ化をす

すめ、圏域内の専門医確保を推進 

・病院間の緊急的な診療応援に対する財

政支援 

・養成医師の増員、後期研修修了医等県

採用制度の活用 

・県養成医師を、へき地医療拠点病院等

に配置 

・県が大学に寄附講座を設置し、圏域・

地域の中核病院へ医師派遣 

 

薬剤師 

・潜在薬剤師の復職支援研修 
 

看護職員  

・需給見通しに基づいた計画的な看護職
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 現状と課題 具体的施策 

・H27年 10月より届出制度が開始したが、

届出件数が見込みよりも少ない。 

・看護職の募集・採用に困難を感じてい

る施設が多い。 

・潜在看護職が、近年の医療や看護に関

する情報を得て安心して再就業に取り

組める支援が必要である。 

・疾病の発症や重症化を予防するために、

暮らしを捉え、予防的な視点や熟練し

た技術を用いて支援ができる看護実践

能力の向上が求められる。 

・今後、需要が見込まれる訪問看護師の

養成、確保が必要である。 

確保対策 

・多様な勤務形態の導入に向けた看護管

理者の研修 

・院内保育所設置・運営費の補助 

・施設が取り組む新人看護職員研修や医

療機関受入研修への補助 

・研修責任者等研修の開催 

・届出制度の周知によるナースセンター

への登録普及 

・看護師の離職防止、再就業を支援する

ためナースセンターの機能強化・充実 

・身近な地域で相談が受けられるようナ

ースセンターサテライトを設置 

・兵庫県ナースセンターとハローワーク

との連携強化による再就業の促進 

・復職支援研修会の開催と充実・強化 

 

【医療従事者の養成】 

・ICT を活用した研修システムの導入 

・地域医療活性化センターのシミュレー

ター機器等を活用した研修の実施 

・多職種連携による在宅医療が重要とな

ることから、職種ごとの研修会や多職

種での連携会議等の開催 

・中学・高校生対象の進学説明会、進路

指導担当教員向けの説明会等の開催。 
 

医師 

・圏域内の医療機関同士や大学等との連

携による、地域医療を担う総合診療医

等の専門医の教育・研修ができるシス

テムの構築 

・研修医の病院間相互研修体制の確立 

・在宅医療を担う医師、歯科医師の増加

に向けた支援 
 

薬剤師 

・訪問薬剤管理指導を行う薬剤師の育成

支援 
  
看護職員 

・看護師等養成所の運営助成額に県内就

業率に応じた加算 

・専任教員養成講習会の開催 

・実習指導者講習会の開催 

・認定看護師の養成   
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 現状と課題 具体的施策 

・訪問看護師育成のための研修、病院・

施設と訪問看護ステーションの看－看

連携研修の開催 
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